
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、 

厚生局長に届出を行なっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) 基本診療料の施設基準 

 

【明細書発行体制等加算】 

当院では、患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の 
発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたしま 
す。明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点ご理解いた
だき、明細書発行を希望されない方は会計にてその旨お申し出下さい 
なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします。明細書の発行を希
望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。 

【医療情報取得加算・医療 DX 推進体制整備加算】 

当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報（受診歴・薬剤情報・特
定健診情報・その他）を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めているため、厚生労働
省の定めにより以下の点数を算定しております。 
また、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 

医療情報取得加算 初診時（1 カ月に 1 回） 再診時（3 カ月に 1 回） 

健康保険資格確認証 1 点 1 点 

マイナ保険証 1 点 1 点 

医療 DX 推進体制整備加算 初診時 9～10 点 

【短期滞在手術等基本料１】 

 手術患者さんに対して術後３日間電話等応対ができる体制をとっています。 

（２）特掲診療料の施設基準 

【コンタクトレンズ検査料１】 
コンタクトレンズ装用の診療（眼科学的検査）に係る費用は次のとおりです。 

基本診療料 特掲診療料 

初診料         ２９１点 
コンタクトレンズ検査料１ 

２００点 再診料          7５点 

明細書発行体制等加算 １点 

 コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった 
診療費用を算定する場合があります。 
 コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査 
料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。 
診 療 医 師 名 ︓ 井上 亮 
眼 科 診 療 経 験 ︓ 令和７年から眼科診療 

【医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則５及び６に掲げる手術】 

【一般名処方加算】 
当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでおります。ま
た、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、一般名処方（主にジェネリック医薬品の処方）
をすることで、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、患者さまに適切に医薬品を提
供します。但し、医薬品の供給状況によってはお渡しするお薬を変更する可能性があります。 

【外来・在宅ベースアップ評価料１】 
医療現場で働くスタッフの賃上げを実現するため、当クリニックも 2026年 3月よりベースア 
ップ評価料を始めさせていただきます。これにより患者様の診療費のご負担が上がる場合があ 
りますが、これはスタッフの賃上げにすべて充てられます。 
ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

（３）選定療養 

【白内障患者に対する水晶体再建術に使用する多焦点眼内レンズ支給】          
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